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●当資料は、新生インベストメント・マネジメント株式会社がファンドの仕組み等をご理解いただく
ために作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

●当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を
保証するものではありません。当資料中の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時の
ものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当資料のいかなる内容も将来の
投資収益を示唆・保証するものではありません。

●ファンドは、実質的に株式など値動きのある資産（また外貨建て資産の場合、この他に為替変動リスク
もあります）に投資しますので、市場環境等により基準価額は変動します。したがって、元金保証
および利回り保証のいずれもなく、運用実績によっては投資元本を割込むおそれがあります。

●ファンド運用による損益は、すべて投資信託をご購入される受益者のみなさまに帰属します。

●お申込みの際には、あらかじめまたは同時に投資信託説明書（交付目論見書）をお受取りいただき、
必ず内容をご理解のうえ、お客さまご自身でご判断ください。

●投資信託は預金や保険とは異なり、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象では
ありません。また元本や利回りの保証はありません。

●販売会社が銀行等の登録金融機関の場合、投資者保護基金の補償の対象ではありません。

●投資信託のお申込み時には購入時手数料、ならびに運用期間中は運用管理費用（信託報酬）等が
かかります。

ご留意いただきたい事項

2012-01

お申込みの際は、必ず投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。

＜投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは＞
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ファンドの特色 UTIグループについて

UTIグループの運用体制についてファンドの仕組みについて

当ファンドはファンド・オブ・ファンズの形式で運用します。主にインドのインフラ関連株式へ投資を行う
「Shinsei UTI India Fund （Mauritius） Limited｣のClass B 投資証券への投資割合を高位に保つことを
めざします。

インドで最初の投信会社＝インド最古の投信会社
■1963年に、Unit Trust＊ of India法（UTI法）によりインド初の投信会社として設立された 「Unit Trust of 
India」 が母体となっています。
＊Unit Trustとは投資信託を意味します。

■1987年まではインドで唯一の投信会社として存在し、2003年に民営化されました。設立以来40年以上の
歴史を有しており、インドで最も運用経験の長い会社となっています。

インド国内の大手投信会社
■ＵＴＩグループの中核となる「UTIアセット・マネジメント」の2011年7月－9月の平均運用資産残高は
約6,258億ルピー（約１兆138億円＊）で、インド国内屈指の規模となっています。
＊2011年10月末現在の三菱東京UFJ銀行対顧客電信売買相場仲値にて換算

■独立系の運用会社としてはインド国内で運用資産残高第1位を誇っています。

充実した調査・分析・運用体制
■長年にわたって蓄積された運用ノウハウが活かされています。
■個別企業分析のみならず、マクロ経済分析やセクター分析を専門に担当するインド国内有数の本格的な
リサーチ・チームを有しています。

投資先ファンドにおいては、マクロ分析やセクター分析を行うトップダウン･アプローチと個別銘柄の定量分析
や定性分析を行うボトムアップ･アプローチを併用して運用を行います。

インドのインフラ関連株式への投資
主としてインドの金融商品取引所に上場しているインフラ関連の株式を実質的な投資対象とし、中長期的
な信託財産の成長をめざします。
■インフラ関連の株式とは、インフラに関連する事業を営む企業の株式をさします。
■インフラとはインフラストラクチャー (Infrastructure)の略で、「社会基盤」という意味です。道路・
鉄道や空港・港湾などの交通・物流、電力・ガスなどのエネルギー供給、上下水道サービス・都市基盤や
通信など多岐にわたります。

ファンド・オブ・ファンズ形式での運用
主にインドのインフラ関連株式へ投資を行う「Shinsei UTI India Fund （Mauritius） Limited」 の 
Class B 投資証券（以下、「投資先ファンド」といいます）への投資割合を高位に保つことをめざします。
また、投資先ファンドの外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

UTIグループによる運用
当ファンドの主要投資対象である「投資先ファンド」は、インド国内の大手投信会社であるUTIグループが
運用します。

（注）マーケット環境等の理由で、運用上限額に達する前にお申込みの受付を中止することがあります。
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新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド

新生
ショートターム・
マザーファンド

・主としてインドのインフラ関連株式等に投資
・わが国の短期公社債および
短期金融商品等に投資

Shinsei UTI India Fund 
(Mauritius) Limited の

Class B 投資証券（円建てモーリシャス籍）

■上場しているインドのインフラ関連株式の中から、 UTI
グループのファンダメンタルズおよび銘柄分析に基づいて
選択された銘柄に投資を行います。この場合、直接投資に
加えて預託証書＊を用いた投資を行うこともあります。
＊企業の株式を海外でも流通させるために、企業の株式を現地の銀行等に
預託し、預託を受けた現地の銀行等が株式の代替として発行する証書の
ことをいいます。預託証書は株式と同様に証券取引所等で取引されます。

トップダウン・アプローチ ボトムアップ・アプローチ

個別銘柄の定量・定性分析

ポートフォリオ構築

セクター分析

マクロ分析

出所：UTIグループの資料をもとに新生インベストメント・マネジメントにて作成

国内総生産（GDP）・消費者物価指数（CPI）
等の今後の見通しを作成します。

個別銘柄について、予想株価収益率
（PER）・使用資本利益率（ROCE）
等の定量分析と、成長性・マーケット
シェア等の定性分析を行います。セクターごとに成長性の定性判断後、

セクターのアロケーションを行います。

ファンドの投資目的、投資戦略等を精査した後、上記の結果を踏まえたポート
フォリオのシミュレーションを行い、リスク・リターンを考慮した最終的なポート
フォリオを構築します。

02巻末の「ファンドの主なリスクと留意事項」、および「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。01 巻末の「ファンドの主なリスクと留意事項」、および「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。
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ファンドの特色 UTIグループについて

UTIグループの運用体制についてファンドの仕組みについて

当ファンドはファンド・オブ・ファンズの形式で運用します。主にインドのインフラ関連株式へ投資を行う
「Shinsei UTI India Fund （Mauritius） Limited｣のClass B 投資証券への投資割合を高位に保つことを
めざします。

インドで最初の投信会社＝インド最古の投信会社
■1963年に、Unit Trust＊ of India法（UTI法）によりインド初の投信会社として設立された 「Unit Trust of 
India」 が母体となっています。
＊Unit Trustとは投資信託を意味します。

■1987年まではインドで唯一の投信会社として存在し、2003年に民営化されました。設立以来40年以上の
歴史を有しており、インドで最も運用経験の長い会社となっています。

インド国内の大手投信会社
■ＵＴＩグループの中核となる「UTIアセット・マネジメント」の2011年7月－9月の平均運用資産残高は
約6,258億ルピー（約１兆138億円＊）で、インド国内屈指の規模となっています。
＊2011年10月末現在の三菱東京UFJ銀行対顧客電信売買相場仲値にて換算

■独立系の運用会社としてはインド国内で運用資産残高第1位を誇っています。

充実した調査・分析・運用体制
■長年にわたって蓄積された運用ノウハウが活かされています。
■個別企業分析のみならず、マクロ経済分析やセクター分析を専門に担当するインド国内有数の本格的な
リサーチ・チームを有しています。

投資先ファンドにおいては、マクロ分析やセクター分析を行うトップダウン･アプローチと個別銘柄の定量分析
や定性分析を行うボトムアップ･アプローチを併用して運用を行います。

インドのインフラ関連株式への投資
主としてインドの金融商品取引所に上場しているインフラ関連の株式を実質的な投資対象とし、中長期的
な信託財産の成長をめざします。
■インフラ関連の株式とは、インフラに関連する事業を営む企業の株式をさします。
■インフラとはインフラストラクチャー (Infrastructure)の略で、「社会基盤」という意味です。道路・
鉄道や空港・港湾などの交通・物流、電力・ガスなどのエネルギー供給、上下水道サービス・都市基盤や
通信など多岐にわたります。

ファンド・オブ・ファンズ形式での運用
主にインドのインフラ関連株式へ投資を行う「Shinsei UTI India Fund （Mauritius） Limited」 の 
Class B 投資証券（以下、「投資先ファンド」といいます）への投資割合を高位に保つことをめざします。
また、投資先ファンドの外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

UTIグループによる運用
当ファンドの主要投資対象である「投資先ファンド」は、インド国内の大手投信会社であるUTIグループが
運用します。

（注）マーケット環境等の理由で、運用上限額に達する前にお申込みの受付を中止することがあります。
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短期金融商品等に投資

Shinsei UTI India Fund 
(Mauritius) Limited の

Class B 投資証券（円建てモーリシャス籍）

■上場しているインドのインフラ関連株式の中から、 UTI
グループのファンダメンタルズおよび銘柄分析に基づいて
選択された銘柄に投資を行います。この場合、直接投資に
加えて預託証書＊を用いた投資を行うこともあります。
＊企業の株式を海外でも流通させるために、企業の株式を現地の銀行等に
預託し、預託を受けた現地の銀行等が株式の代替として発行する証書の
ことをいいます。預託証書は株式と同様に証券取引所等で取引されます。

トップダウン・アプローチ ボトムアップ・アプローチ

個別銘柄の定量・定性分析

ポートフォリオ構築

セクター分析

マクロ分析

出所：UTIグループの資料をもとに新生インベストメント・マネジメントにて作成

国内総生産（GDP）・消費者物価指数（CPI）
等の今後の見通しを作成します。

個別銘柄について、予想株価収益率
（PER）・使用資本利益率（ROCE）
等の定量分析と、成長性・マーケット
シェア等の定性分析を行います。セクターごとに成長性の定性判断後、

セクターのアロケーションを行います。

ファンドの投資目的、投資戦略等を精査した後、上記の結果を踏まえたポート
フォリオのシミュレーションを行い、リスク・リターンを考慮した最終的なポート
フォリオを構築します。

02巻末の「ファンドの主なリスクと留意事項」、および「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。01 巻末の「ファンドの主なリスクと留意事項」、および「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。
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ご参考

日本の1人当たり国内総生産推移とBRICs諸国の1人当たり国内総生産（2010年）
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＊2011年以降は国際通貨基金（ＩＭＦ）2011年9月公表の予測値です。

※1955年から1979年は内閣府のデータを各年末の為替レートで米ドル換算して使用、1980年以降は国際通貨基金（ＩＭＦ）のデータを使用
しています。

世界の人口ランキング（2010年） インド・日本の人口と人口構成比率
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■インドの2010年の国内総生産＊１は1兆6,320億米ドルで、世界第9位の規模です。
■他のBRICs諸国＊２の2010年の国内総生産は、ブラジル第7位、ロシア第11位、中国第2位となっています。
＊１ 国内総生産はGDPとも呼ばれ、国の経済規模を測るもっとも基本的な指標のひとつであり、国内で生産されたものやサービスといった
付加価値の合計額をさします。

＊２ BRICｓ諸国とはブラジル、ロシア、インド、中国の４カ国をさします。

■インドの2010年の1人当たり国内総生産は日本の1967年から1968年頃の水準に相当します。

■インドの2010年の経済成長率は10.1％と金融危機後から力強い回復をみせており、その後も安定して
高い成長が期待されています。

インド経済インドの概要

人口
■インドの2010年の人口は約12億
2,461万人で中国に続いて世界第
2位の規模にあります。

＊2011年10月末現在の三菱東京UFJ銀行対顧客電信売買相場仲値
※インド政府資料、パキスタン・中国との係争地を含みます。
出所：外務省、日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）、国際連合、アジア開発銀行（ＡＤＢ）、ブルームバーグのデータをもとに新生インベストメント・マネジ

メントにて作成

国旗の「サフラン色」は勇気・慈悲
深さと自己犠牲、「緑」は公正・
豊作、「白」は平和・純粋・真実を
それぞれ意味します。

出所：国際連合のデータをもとに新生インベストメント・マネジメントにて作成 出所：内閣府、国際通貸基金（IMF）のデータをもとに新生インベストメント・マネジメントにて作成

■インドは経済成長の原動力となる労働世代（15歳～64歳）の
割合の増加が見込まれている一方で、日本などの先進国では、
高齢社会を迎え、成長率の鈍化が懸念されています。
■労働世代の割合の高い国ほど、消費の活性化による経済成長
が期待できます。

＜インド国旗＞

国 名
首 都
人 口
国 土

言 語

宗 教

通 貨
政 体
元 首
議 会
内 閣

GDPの産業別内訳

インド（India）
ニューデリー（New Delhi）
12億2,461万人（2010年）
3,287,263km2（日本の約8.8倍）※

ヒンディー語（連邦公用語）、英語（準公用語）
その他憲法認定公用語21種類
ヒンドゥー教（約83%）、イスラム教（約11%）、
キリスト教（約3%）他
インド・ルピー（1インド・ルピー＝約1.62円＊）
共和制
プラティバ・デヴィシン・パティル大統領
二院制（上院245議席・任期6年、下院545議席・任期5年）
首相　マンモハン・シン
第一次産業：19.0％、第二次産業：26.3％、第三次産業：54.7％ （2010年）

0403 巻末の「ファンドの主なリスクと留意事項」、および「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。巻末の「ファンドの主なリスクと留意事項」、および「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。
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日本の1人当たり国内総生産推移とBRICs諸国の1人当たり国内総生産（2010年）
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＊2011年以降は国際通貨基金（ＩＭＦ）2011年9月公表の予測値です。

※1955年から1979年は内閣府のデータを各年末の為替レートで米ドル換算して使用、1980年以降は国際通貨基金（ＩＭＦ）のデータを使用
しています。

世界の人口ランキング（2010年） インド・日本の人口と人口構成比率
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■インドの2010年の国内総生産＊１は1兆6,320億米ドルで、世界第9位の規模です。
■他のBRICs諸国＊２の2010年の国内総生産は、ブラジル第7位、ロシア第11位、中国第2位となっています。
＊１ 国内総生産はGDPとも呼ばれ、国の経済規模を測るもっとも基本的な指標のひとつであり、国内で生産されたものやサービスといった
付加価値の合計額をさします。

＊２ BRICｓ諸国とはブラジル、ロシア、インド、中国の４カ国をさします。

■インドの2010年の1人当たり国内総生産は日本の1967年から1968年頃の水準に相当します。

■インドの2010年の経済成長率は10.1％と金融危機後から力強い回復をみせており、その後も安定して
高い成長が期待されています。

インド経済インドの概要

人口
■インドの2010年の人口は約12億
2,461万人で中国に続いて世界第
2位の規模にあります。

＊2011年10月末現在の三菱東京UFJ銀行対顧客電信売買相場仲値
※インド政府資料、パキスタン・中国との係争地を含みます。
出所：外務省、日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）、国際連合、アジア開発銀行（ＡＤＢ）、ブルームバーグのデータをもとに新生インベストメント・マネジ

メントにて作成

国旗の「サフラン色」は勇気・慈悲
深さと自己犠牲、「緑」は公正・
豊作、「白」は平和・純粋・真実を
それぞれ意味します。

出所：国際連合のデータをもとに新生インベストメント・マネジメントにて作成 出所：内閣府、国際通貸基金（IMF）のデータをもとに新生インベストメント・マネジメントにて作成

■インドは経済成長の原動力となる労働世代（15歳～64歳）の
割合の増加が見込まれている一方で、日本などの先進国では、
高齢社会を迎え、成長率の鈍化が懸念されています。
■労働世代の割合の高い国ほど、消費の活性化による経済成長
が期待できます。

＜インド国旗＞

国 名
首 都
人 口
国 土

言 語

宗 教

通 貨
政 体
元 首
議 会
内 閣

GDPの産業別内訳

インド（India）
ニューデリー（New Delhi）
12億2,461万人（2010年）
3,287,263km2（日本の約8.8倍）※

ヒンディー語（連邦公用語）、英語（準公用語）
その他憲法認定公用語21種類
ヒンドゥー教（約83%）、イスラム教（約11%）、
キリスト教（約3%）他
インド・ルピー（1インド・ルピー＝約1.62円＊）
共和制
プラティバ・デヴィシン・パティル大統領
二院制（上院245議席・任期6年、下院545議席・任期5年）
首相　マンモハン・シン
第一次産業：19.0％、第二次産業：26.3％、第三次産業：54.7％ （2010年）

0403 巻末の「ファンドの主なリスクと留意事項」、および「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。巻末の「ファンドの主なリスクと留意事項」、および「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。
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＊2009年度、2010年度はインド準備銀行による予測値です。

貿易相手国（2010年度）

1.アラブ首長国連邦 12.7%
2.米国 10.4%
3.中国 7.9%

輸出相手国・地域

輸入相手国・地域
1.中国 11.4%
2.アラブ首長国連邦 7.6%
3.サウジアラビア 5.7%

貿易品目（2010年度）

1.原油・石油製品 16.8%
2.宝石・宝飾品 14.1%
3.輸送機器 7.3%

輸出品目

輸入品目
1.原油・石油製品 30.2%
2.金・銀 8.9%
3.真珠・貴石 7.8%

2010＊

インドへの直接投資・証券投資推移
800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200
（年度）

（億米ドル）

インド輸出額・輸入額推移
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インフラ整備度ランキング＊1 経営者向けアンケートの結果＊2

総合 道路 鉄道 港湾 空港 電力供給
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中国
69位

インド
86位

中国
54位 中国

56位

中国
72位

中国
49位

インド
85位

インド
24位

中国
21位

インド
82位

インド
67位

インド
112位

インド
GDP総額
世界9位

中国
GDP総額
世界2位

インフラの不足
政治腐敗

非効率な官僚主義
税制

インフレ
不安定な政策

規制の多い労働法
労働者の教育レベル

税率
資金調達

国内労働者の労働倫理の低さ
外国為替制度

不安定な政府・クーデター
窃盗その他犯罪
公衆衛生の悪さ 0.6

0.7
0.8
2.3
3.3
5.0
5.3
5.5
6.0
6.1
8.5
8.7

13.5
16.7
17.0
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年度別インフラ投資額＊1の見通し

セクター別インフラ投資額＊1
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（兆円） （％）

2007 2008 2009 2010 2011（年度）

合計
20兆5,420億ルピー
（約33兆2,781億円）

電力

道路通信
鉄道

その他

港湾

空港

9.8%
2兆80億ルピー
（約3兆2,530億円）

1.8%
3,614億ルピー
（約5,854億円）

13.6%
2兆7,866億ルピー
（約4兆5,143億円）

16.8%
3兆4,513億ルピー
（約5兆5,912億円）

2.0%
4,065億ルピー
（約6,585億円）

24.1% 4兆9,420億ルピー
（約8兆60億円） 32.1% 6兆5,863億ルピー（約10兆6,698億円）

公共投資（左） 民間投資（左） 対GDP比＊2（右）

■インドの2010年の国内総生産は世界第9位の規模を誇りますが、これに対してインフラ整備度ランキング＊1

では世界総合第86位と、その経済規模と比べ、インフラ整備が遅れています。
■世界の企業経営者向けのアンケート＊2でも、インドでビジネスを行うにあたり、最も問題となるのは「インフラ
の不足」という回答が最多でした。

＊1 道路や空港などの基礎的社会基盤や通信関連投資、固定
電話の普及率等、99の基準をもとに世界142カ国における
社会基盤の充実度をランキングしたもの

出所：The Global Competitiveness Report 2011-2012をもと
に新生インベストメント・マネジメントにて作成

＊1 上記のグラフの数値は2011年10月末現在の三菱東京UFJ銀行対顧客電信売買相場仲値にて換算
＊2 各年度末の予想GDPに対するインフラ投資見込み額の比率
※本頁のグラフは四捨五入の関係上、合計が100％にならない場合があります。
出所：インド政府計画委員会、ブルームバーグのデータをもとに新生インベストメント・マネジメントにて作成

■インドの貿易の特徴は、原材料を輸入し、国内で加工して輸出する加工貿易が盛んであることです。
■また、最近ではジェネリック医薬品を主とする医薬品製剤の輸出も増加しています。

■インド政府の第11次5ヵ年計画（2007年4月～
2012年3月）では、公共、民間ともに大きなインフラ
投資を行う予定です。GDPに対するインフラ投資の
割合は大幅な増加が見込まれています。

インド経済成長発展のカギを握るインフラ整備貿易

投資受入額
■ソフトウェア、薬品等の業種が直接投資の主な受入先となっています。
■近年、直接投資、証券投資ともに顕著な伸びをみせています。

出所：インド準備銀行のデータをもとに新生インベストメント・マネジメントにて作成

出所：日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）のデータをもとに新生インベストメント・マネジメントにて作成

＊2 企業経営者が15の要素の中からインドでビジネスを行うに
あたり問題となる要素を5つ選び最も大きな問題を1として、
1から5までの数値でランク付けしたもの。グラフ中の数値は
ランク付けによるウエイトを考慮したもの。

0605 巻末の「ファンドの主なリスクと留意事項」、および「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。巻末の「ファンドの主なリスクと留意事項」、および「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。
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アジア諸国の道路の舗装率

※送配電損失率とは？
　発電所で作られた電気が使用する場所に届くまでに、実際には発電所や変電所、送配電線においてその一部
が失われており、これらの電力損失を総合損失、このうち送配電線による電力損失を送配電損失といいます。

インドの代表的な道路建設計画（2011年9月末現在）
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電力需給と不足率
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アジア諸国の1人当たりの年間電力消費量（2008年）
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交通網

■鉄道
　鉄道網の整備・拡張を推進中です。代表的な貨物列車用線路建設計画においては、約2,200億ルピー
（約3,564億円＊）が投資される予定です。
■空港
　2011年度までに約3,600億ルピー（約5,832億円＊）が空港関連投資に充てられる予定で、そのうち約6割
が民間から資金拠出される見込みとなっています。
■港湾
　主要港で取扱う貨物量は、2011年度までに年率7.7％で成長する見込みです。今後、商品輸出量は年率
13％で成長すると予測されており、港湾の整備に巨額の資金投資が必要であると考えられます。

電力
■経済成長の基盤となる電力・エネルギーの確保は重要な課題のひとつです。今後の経済成長や人口増加に
伴う工業化・都市化の進展とともに、電力・エネルギーの重要性はますます高まると考えられます。
■インド政府は、電力容量を大幅に引上げる計画を策定しており、インフラ関連投資計画の中でも、最も大きな
投資が予定されているのが電力です。
■第12次5カ年計画（2012年4月～2017年3月）では第11次5カ年計画（2007年4月～2012年3月）を
上回る100ギガワットの電力容量の増強が予定されています。

＊舗装率の数値は2000年～2008年の間で取得可能なデータです。

出所：インド政府計画委員会、インド国立高速道路局（NHAI）、世界銀行、ブルームバーグのデータをもとに新生インベストメント･マネジメント
にて作成出所：インド電力省、世界銀行のデータをもとに新生インベストメント･マネジメントにて作成

＊2010年度は期末ではなく12月末までのデータです。

＊2011年10月末現在の三菱東京UFJ銀行対顧客電信売買相場仲値にて換算

■道路
　インド国内における貨物輸送の約70％、
旅客輸送の約85％が道路を経由して
おり、道路はインドの輸送網において
大変重要な役割を果たしています。また、
今後数年間は道路経由の輸送量は年間
8％以上で増加していくとみられています。
しかし、インドの道路整備は依然として
不十分な状況です。国道は全道路の約
2％に過ぎませんが、交通量では全体の
約40％を占めています。早急に道路網
を整備・拡張する必要があります。

0807 巻末の「ファンドの主なリスクと留意事項」、および「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。巻末の「ファンドの主なリスクと留意事項」、および「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。
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アジア諸国の道路の舗装率

※送配電損失率とは？
　発電所で作られた電気が使用する場所に届くまでに、実際には発電所や変電所、送配電線においてその一部
が失われており、これらの電力損失を総合損失、このうち送配電線による電力損失を送配電損失といいます。

インドの代表的な道路建設計画（2011年9月末現在）

デリー

コルカタ

ムンバイ

チェンナイ

黄金の四辺形
（Golden Quadrilateral）
全長約5,846km

東西南北回廊
（NSEW Corridor）
全長約7,300km

南北回廊

チェンナイ～ムンバイ

ムンバイ～デリー

デリー～コルカタ

コルカタ～チェンナイ

東西回廊

インド

100

80

60

40

20

0

（％）

中国 インドネシア 韓国 日本 マレーシア タイ シンガポール

電力需給と不足率
140

120

100

80

60

40

20

0
（年度）

（ギガワット） （％）

2010＊2004 2005 2006 20072003 2008 2009

21

18

15

12

9

6

3

0

10.2
12.711.9

16.6

13.8
12.311.711.2

最大需要（左軸）
供給（左軸）

不足率（右軸）

アジア諸国の1人当たりの年間電力消費量（2008年）
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

（キロワット）

566 572

2,052 2,455
3,428

8,071 8,185
8,853

インド インドネシア タイ 中国 マレーシア 日本 シンガポール 韓国

アジア諸国の送配電損失率※（2008年）
30

25

20

15

10

5

0

（％）

インド インドネシア タイ 中国 シンガポール 日本 韓国 マレーシア

23.3

10.1
6.1 5.5 5.1 4.8 3.6 2.7

交通網

■鉄道
　鉄道網の整備・拡張を推進中です。代表的な貨物列車用線路建設計画においては、約2,200億ルピー
（約3,564億円＊）が投資される予定です。
■空港
　2011年度までに約3,600億ルピー（約5,832億円＊）が空港関連投資に充てられる予定で、そのうち約6割
が民間から資金拠出される見込みとなっています。
■港湾
　主要港で取扱う貨物量は、2011年度までに年率7.7％で成長する見込みです。今後、商品輸出量は年率
13％で成長すると予測されており、港湾の整備に巨額の資金投資が必要であると考えられます。

電力
■経済成長の基盤となる電力・エネルギーの確保は重要な課題のひとつです。今後の経済成長や人口増加に
伴う工業化・都市化の進展とともに、電力・エネルギーの重要性はますます高まると考えられます。
■インド政府は、電力容量を大幅に引上げる計画を策定しており、インフラ関連投資計画の中でも、最も大きな
投資が予定されているのが電力です。
■第12次5カ年計画（2012年4月～2017年3月）では第11次5カ年計画（2007年4月～2012年3月）を
上回る100ギガワットの電力容量の増強が予定されています。

＊舗装率の数値は2000年～2008年の間で取得可能なデータです。

出所：インド政府計画委員会、インド国立高速道路局（NHAI）、世界銀行、ブルームバーグのデータをもとに新生インベストメント･マネジメント
にて作成出所：インド電力省、世界銀行のデータをもとに新生インベストメント･マネジメントにて作成

＊2010年度は期末ではなく12月末までのデータです。

＊2011年10月末現在の三菱東京UFJ銀行対顧客電信売買相場仲値にて換算

■道路
　インド国内における貨物輸送の約70％、
旅客輸送の約85％が道路を経由して
おり、道路はインドの輸送網において
大変重要な役割を果たしています。また、
今後数年間は道路経由の輸送量は年間
8％以上で増加していくとみられています。
しかし、インドの道路整備は依然として
不十分な状況です。国道は全道路の約
2％に過ぎませんが、交通量では全体の
約40％を占めています。早急に道路網
を整備・拡張する必要があります。

0807 巻末の「ファンドの主なリスクと留意事項」、および「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。巻末の「ファンドの主なリスクと留意事項」、および「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

（
210＋

210）×
297m

m

LM
11-0056_新

生
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ント・マ

ネ
ジ
メ
ント
株
式
会
社
_U
T
Iイ
ン
ド
イ
ン
フ
ラ
関
連
株
式
フ
ァ
ン
ド
_販
売
用
資
料

【
03回

目
】【
作
成
日
】2011/12/13_【

担
当
者
名
】藤
森

C
M

Y
K



ご参考

水の供給（1人当たり）
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現状※1　　　　標準的な水準※2　　　　最高水準※3

実際の供給・対応能力※1　　　　　標準的な水準を達成するため必要な供給・対応能力※2

3.77

■現状行われている程度のインフラ投資の規模では、必要とされる都市サービスと実際の供給とのギャップが
ますます広がると予測されています。
■マッキンゼーの試算によると、2030年までにそのギャップを埋めるのに必要なインフラ投資額は約53兆
インド・ルピー（約86兆円＊）とされています。

＊2011年10月末現在の三菱東京UFJ銀行対顧客電信売買相場仲値にて換算

※1 2007年：2007年時点のインド国内の状況
　　2030年：現在進捗あるいは計画されているインフラ等の整備によって、2030年時点で達成されると予測される水準
※2 2007年：世界の主要都市における平均的なニーズを充足するのに必要な供給
　　2030年：経済成長、人口や個人所得の増加などを加味し、2030年時点で世界の主要都市における平均的なニーズを充足するのに必要な供給※1 現状：２００７年時点のインド国内の状況

※2 標準的な水準：世界の主要都市における平均的な水準
※3 最高水準：世界の主要都市の中でも最高の水準

■現在、インドの都市環境は十分に整備されているとは言えず、改善すべき余地がまだ多く残されています。

インドの都市環境インドの都市環境

出所：マッキンゼーのデータをもとに新生インベストメント・マネジメントにて作成 出所：マッキンゼーのデータをもとに新生インベストメント・マネジメントにて作成

水の供給
（億リットル/日）

需給ギャップは約3.5倍増え、
2030年には1日940億リットルに。

下水処理
（億リットル/日）

需給ギャップは約2倍増え、
2030年には1日1,090億リットルに。

鉄道を中心とした主要交通網
（直線距離換算）（km）

需給ギャップは約3倍増え、
2030年には6,410kmに。

ごみの回収
（億トン）

需給ギャップは約4倍増え、
2030年には8,200万トンに。

適正価格の住宅の供給
（万軒）

需給ギャップはより大きくなり、
2030年には3,800万軒に。

1009 巻末の「ファンドの主なリスクと留意事項」、および「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。巻末の「ファンドの主なリスクと留意事項」、および「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。
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現状※1　　　　標準的な水準※2　　　　最高水準※3

実際の供給・対応能力※1　　　　　標準的な水準を達成するため必要な供給・対応能力※2

3.77

■現状行われている程度のインフラ投資の規模では、必要とされる都市サービスと実際の供給とのギャップが
ますます広がると予測されています。
■マッキンゼーの試算によると、2030年までにそのギャップを埋めるのに必要なインフラ投資額は約53兆
インド・ルピー（約86兆円＊）とされています。

＊2011年10月末現在の三菱東京UFJ銀行対顧客電信売買相場仲値にて換算

※1 2007年：2007年時点のインド国内の状況
　　2030年：現在進捗あるいは計画されているインフラ等の整備によって、2030年時点で達成されると予測される水準
※2 2007年：世界の主要都市における平均的なニーズを充足するのに必要な供給
　　2030年：経済成長、人口や個人所得の増加などを加味し、2030年時点で世界の主要都市における平均的なニーズを充足するのに必要な供給※1 現状：２００７年時点のインド国内の状況

※2 標準的な水準：世界の主要都市における平均的な水準
※3 最高水準：世界の主要都市の中でも最高の水準

■現在、インドの都市環境は十分に整備されているとは言えず、改善すべき余地がまだ多く残されています。

インドの都市環境インドの都市環境

出所：マッキンゼーのデータをもとに新生インベストメント・マネジメントにて作成 出所：マッキンゼーのデータをもとに新生インベストメント・マネジメントにて作成

水の供給
（億リットル/日）

需給ギャップは約3.5倍増え、
2030年には1日940億リットルに。

下水処理
（億リットル/日）

需給ギャップは約2倍増え、
2030年には1日1,090億リットルに。

鉄道を中心とした主要交通網
（直線距離換算）（km）

需給ギャップは約3倍増え、
2030年には6,410kmに。

ごみの回収
（億トン）

需給ギャップは約4倍増え、
2030年には8,200万トンに。

適正価格の住宅の供給
（万軒）

需給ギャップはより大きくなり、
2030年には3,800万軒に。

1009 巻末の「ファンドの主なリスクと留意事項」、および「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。巻末の「ファンドの主なリスクと留意事項」、および「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。
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ご参考 お申込みメモ
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円/インド・ルピー推移（1996年1月末～2011年10月末）
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生活必需品 
5.4%

一般消費財･サービス 
4.7%

資本財･サービス
12.9%

素材 
13.5%

エネルギー 
18.4%

公益事業
5.8%
電気通信サービス
4.1%
情報技術
10.8%

金融 
21.0%

ヘルスケア 
3.4%

インドの株式市場

＊ムンバイ100種指数：ムンバイ、コルカタ、デリー、アーメダバード、マドラスの5証券取引所の各種リストから選定された上場100銘柄により構成
された指数です。

＊2011年10月末現在の三菱東京UFJ銀行対顧客電信売
買相場仲値にて換算
出所：ムンバイ証券取引所、ナショナル証券取引所の2011

年10月末現在のデータをもとに新生インベストメント・
マネジメントにて作成

（注）左記の図はムンバイ100種指数の業種別構成比であり、
投資先ファンドが用いるセクター分類とは一致しません。

出所：ブルームバーグのデータをもとに新生インベストメント・
マネジメントにて作成

出所：ブルームバーグのデータをもとに新生インベスト・マネジメントにて作成

インドの為替（対円）市場

ムンバイ100種指数の業種別構成比
（2011年10月末）

インドの代表的な証券取引所

（注）上記のグラフは邦貨建て表示となっており、1インド・ルピー当たりの円貨を示しています。 
出所：ブルームバーグのデータをもとに新生インベストメント・マネジメントにて作成

ムンバイ
証券取引所

ナショナル
証券取引所

5,102 1,631

101.1 98.9

上場銘柄数

時価総額（兆円）＊

1996 19981997 20001999 20022001 2003 20052004 2006 2008 2009 201120102007 （年）

1998年5月
核実験を実施し「核保有宣言」。
日本は一時新規円借款停止の
措置（2001年に解除）

1997年7月
アジア
通貨危機

2000年3月
ITバブル崩壊

2004年5月
政権交代

2009年5月
下院総選挙。国民
会議派の大勝。

2008年9月
リーマン・ブラザーズ
破綻

2011年8月
米国債格付
引下げ

ムンバイ100種指数＊の推移（1996年1月末～2011年10月末）
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フ ァ ン ド 名 新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド

商 品 分 類 追加型投信/海外/株式

当 初 設 定 日 2008年2月29日（金）

無期限とします。
ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

申込締切時間 午後3時までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。

換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（当該基準価額に、0.3％の率を乗じて得た額）を
控除した価額とします。

課 税 関 係 課税上は株式投資信託として取扱われます。益金不算入制度、配当控除の適用はありません。

購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

新生インベストメント・マネジメント株式会社（設定・運用等）
登録番号　金融商品取引業者　　　関東財務局長（金商）第340号
加入協会　社団法人投資信託協会
　　　　　社団法人日本証券投資顧問業協会　協会会員番号　第011-01067号

販 売 会 社 （募集・換金の取扱い・目論見書の交付等）

購 入 単 位 販売会社が定める単位とします。

決 算 日 原則として、毎年10月25日（休業日の場合は翌営業日）とします。

収 益 分 配
年1回の決算時に、原則として収益の分配を行います。
※分配金を受取る「一般コース」と、自動的に再投資される「自動けいぞく投資コース」があります。なお、どちらか
一方のコースのみのお取扱いとなる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

受 託 会 社
住友信託銀行株式会社（信託財産の管理等）
※関係当局の認可等を前提に、平成24年4月1日付で中央三井信託銀行および中央三井アセット信託銀行と
合併し、三井住友信託銀行となる予定です。

純資産総額に対して年率1.897％程度（税込）
＊当ファンドの運用管理費用（信託報酬）：年率1.197％（税抜1.14％）、投資先ファンドの運用管理費用
（信託報酬）：年率0.70％を合算したものがお客さまに実質的にご負担いただく費用の概算値です。

信 託 期 間

【委託会社、その他関係法人】

購入・換金申込
不 可 日

販売会社の営業日であっても、下記のいずれかに該当する場合は、購入および換金のお申込みはできません。
●ムンバイ証券取引所の休業日
●ナショナル証券取引所の休業日
●モーリシャスの銀行休業日

委 託 会 社

【お客さまには以下の費用をご負担いただきます。】
直接的にご負担いただく費用

購入時手数料 購入価額に3.675%（税抜3.5%）を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。

当ファンドからは、財務諸表監査に関する費用等の諸費用、信託事務の処理に要する諸費用等、投資先ファンドから
は保管報酬、事務処理に要する諸費用、組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料およびファンド設立
費用等が支払われます。
※「その他の費用・手数料」は、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができ
ません。

運用管理費用
（信託報酬）等

その他費用・
手 数 料

換 金 代 金 原則として換金申込受付日から起算して、7営業日目からお申込みの販売会社でお支払いします。

信託財産で間接的にご負担いただく費用

なお、お客さまにご負担いただく費用等の合計額につきましては、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので、表示することが
できません。

1211 巻末の「ファンドの主なリスクと留意事項」、および「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。巻末の「ファンドの主なリスクと留意事項」、および「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。
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ご参考 お申込みメモ
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円/インド・ルピー推移（1996年1月末～2011年10月末）
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生活必需品 
5.4%

一般消費財･サービス 
4.7%

資本財･サービス
12.9%

素材 
13.5%

エネルギー 
18.4%

公益事業
5.8%
電気通信サービス
4.1%
情報技術
10.8%

金融 
21.0%

ヘルスケア 
3.4%

インドの株式市場

＊ムンバイ100種指数：ムンバイ、コルカタ、デリー、アーメダバード、マドラスの5証券取引所の各種リストから選定された上場100銘柄により構成
された指数です。

＊2011年10月末現在の三菱東京UFJ銀行対顧客電信売
買相場仲値にて換算
出所：ムンバイ証券取引所、ナショナル証券取引所の2011

年10月末現在のデータをもとに新生インベストメント・
マネジメントにて作成

（注）左記の図はムンバイ100種指数の業種別構成比であり、
投資先ファンドが用いるセクター分類とは一致しません。

出所：ブルームバーグのデータをもとに新生インベストメント・
マネジメントにて作成

出所：ブルームバーグのデータをもとに新生インベスト・マネジメントにて作成

インドの為替（対円）市場

ムンバイ100種指数の業種別構成比
（2011年10月末）

インドの代表的な証券取引所

（注）上記のグラフは邦貨建て表示となっており、1インド・ルピー当たりの円貨を示しています。 
出所：ブルームバーグのデータをもとに新生インベストメント・マネジメントにて作成

ムンバイ
証券取引所

ナショナル
証券取引所

5,102 1,631

101.1 98.9

上場銘柄数

時価総額（兆円）＊

1996 19981997 20001999 20022001 2003 20052004 2006 2008 2009 201120102007 （年）

1998年5月
核実験を実施し「核保有宣言」。
日本は一時新規円借款停止の
措置（2001年に解除）

1997年7月
アジア
通貨危機

2000年3月
ITバブル崩壊

2004年5月
政権交代

2009年5月
下院総選挙。国民
会議派の大勝。

2008年9月
リーマン・ブラザーズ
破綻

2011年8月
米国債格付
引下げ

ムンバイ100種指数＊の推移（1996年1月末～2011年10月末）
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フ ァ ン ド 名 新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド

商 品 分 類 追加型投信/海外/株式

当 初 設 定 日 2008年2月29日（金）

無期限とします。
ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

申込締切時間 午後3時までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。

換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（当該基準価額に、0.3％の率を乗じて得た額）を
控除した価額とします。

課 税 関 係 課税上は株式投資信託として取扱われます。益金不算入制度、配当控除の適用はありません。

購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

新生インベストメント・マネジメント株式会社（設定・運用等）
登録番号　金融商品取引業者　　　関東財務局長（金商）第340号
加入協会　社団法人投資信託協会
　　　　　社団法人日本証券投資顧問業協会　協会会員番号　第011-01067号

販 売 会 社 （募集・換金の取扱い・目論見書の交付等）

購 入 単 位 販売会社が定める単位とします。

決 算 日 原則として、毎年10月25日（休業日の場合は翌営業日）とします。

収 益 分 配
年1回の決算時に、原則として収益の分配を行います。
※分配金を受取る「一般コース」と、自動的に再投資される「自動けいぞく投資コース」があります。なお、どちらか
一方のコースのみのお取扱いとなる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

受 託 会 社
住友信託銀行株式会社（信託財産の管理等）
※関係当局の認可等を前提に、平成24年4月1日付で中央三井信託銀行および中央三井アセット信託銀行と
合併し、三井住友信託銀行となる予定です。

純資産総額に対して年率1.897％程度（税込）
＊当ファンドの運用管理費用（信託報酬）：年率1.197％（税抜1.14％）、投資先ファンドの運用管理費用
（信託報酬）：年率0.70％を合算したものがお客さまに実質的にご負担いただく費用の概算値です。

信 託 期 間

【委託会社、その他関係法人】

購入・換金申込
不 可 日

販売会社の営業日であっても、下記のいずれかに該当する場合は、購入および換金のお申込みはできません。
●ムンバイ証券取引所の休業日
●ナショナル証券取引所の休業日
●モーリシャスの銀行休業日

委 託 会 社

【お客さまには以下の費用をご負担いただきます。】
直接的にご負担いただく費用

購入時手数料 購入価額に3.675%（税抜3.5%）を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。

当ファンドからは、財務諸表監査に関する費用等の諸費用、信託事務の処理に要する諸費用等、投資先ファンドから
は保管報酬、事務処理に要する諸費用、組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料およびファンド設立
費用等が支払われます。
※「その他の費用・手数料」は、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができ
ません。

運用管理費用
（信託報酬）等

その他費用・
手 数 料

換 金 代 金 原則として換金申込受付日から起算して、7営業日目からお申込みの販売会社でお支払いします。

信託財産で間接的にご負担いただく費用

なお、お客さまにご負担いただく費用等の合計額につきましては、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので、表示することが
できません。

1211 巻末の「ファンドの主なリスクと留意事項」、および「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。巻末の「ファンドの主なリスクと留意事項」、および「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。
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ファンドの主なリスクと留意事項

当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。ファンドのリスクは下記に
限定されるものではありません。

　カントリーリスク
当ファンドは、実質的に海外の資産に投資します。このため、投資対象国･地域の政治･経済、投資規制･通貨
規制等の変化により、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割込むことがあります。
特に新興国は、先進国と比較して、一般的には経済基盤が脆弱であるため、経済状況等の悪化の影響が大きく
なり、そのため金融商品市場や外国為替市場に大きな変動をもたらすことがあります。また政治不安などが
金融商品市場や外国為替市場に大きな変動をもたらすことがあります。先進国と比較し、経済状況が大きく
変動する可能性が高く、外部評価の悪化や経済危機等が起こりやすいリスクもあります。さらに大きな政策
転換、規制の強化、政治体制の大きな変化、テロ事件などの非常事態により、金融商品市場や外国為替市場が
著しい悪影響を被る可能性があります。自然災害の影響も大きく、より大きなカントリー･リスクを伴います。

　信用リスク
当ファンドは、実質的に組入れた有価証券等の発行者の経営･財務状況の変化およびそれらに対する外部評価の
変化等により基準価額が影響を受け、投資元本を割込むことがあります。
特に新興国は先進国に比べ、発行者の経営･財務状況の急激な悪化や経営不安･破綻が起こりやすいリスクが
あります。

　その他の留意点
●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はあり
ません。

●金融商品取引所等の取引停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある場合等は、受付を中止
することやあるいは既に受付けた注文を取消すことがありますのでご注意ください。

●投資信託に関する法令、税制、会計制度などの変更によって、投資信託の受益者が不利益を被るリスクが
あります。

　価格変動リスク（株価変動リスク）
当ファンドは、主として投資信託証券を通じて株式に投資します。一般的に株式の価格は、発行企業の業績や
国内外の政治･経済情勢、金融商品市場の需給等により変動します。また発行企業が経営不安となった場合
などは大きく下落したり、倒産等に陥った場合などは無価値となる場合もあります。実質的に組入れた株式の
価格の下落は基準価額が下がる要因となり、その結果投資元本を割込むことがあります。
また当ファンドは、先進国の金融商品市場に比べ、市場規模や取引量が比較的小さい国･地域の株式を実質的な
投資対象としますが、そうした株式の価格は大きく変動することがあります。さらに、流動性が低いため、想定する
株価と乖離した価格で取引を行わなければならない場合などがあり、それらのことが基準価額の下落要因となり、
その結果投資元本を割込むことがあります。

　為替変動リスク
当ファンドは、実質的に外貨建て資産に投資しますので、投資した資産自体の価格変動のほか、当該資産の
通貨の円に対する為替レートの変動の影響を受け、基準価額が大きく変動し、投資元本を割込むことがあります。
為替レートは、各国の経済･金利動向、金融･資本政策、為替市場の動向など様々な要因で変動します。
また当ファンドは、先進国の金融商品市場に比べ、市場規模や取引量が比較的小さい国･地域を実質的な投資
対象としますが、そうした国･地域の為替相場は大きく変動することがあります。さらに、流動性が低いため、
想定する為替レートと乖離したレートで取引を行わなければならない場合などがあり、それらのことが基準価額の
下落要因となり、その結果投資元本を割込むことがあります。

《主な基準価額の変動要因》

当ファンドは、組入れた有価証券等の値動きにより、基準価額が
大きく変動することがありますが、これらの運用による損益は
すべて投資者の皆様に帰属します。また、外貨建て資産に投資した
場合、為替変動リスクも加わります。したがって、ファンドにおける
投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額
の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。また、
投資信託は預貯金とは異なります。

1413 巻末の「ファンドの主なリスクと留意事項」、および「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。巻末の「ファンドの主なリスクと留意事項」、および「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。
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ファンドの主なリスクと留意事項

当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。ファンドのリスクは下記に
限定されるものではありません。

　カントリーリスク
当ファンドは、実質的に海外の資産に投資します。このため、投資対象国･地域の政治･経済、投資規制･通貨
規制等の変化により、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割込むことがあります。
特に新興国は、先進国と比較して、一般的には経済基盤が脆弱であるため、経済状況等の悪化の影響が大きく
なり、そのため金融商品市場や外国為替市場に大きな変動をもたらすことがあります。また政治不安などが
金融商品市場や外国為替市場に大きな変動をもたらすことがあります。先進国と比較し、経済状況が大きく
変動する可能性が高く、外部評価の悪化や経済危機等が起こりやすいリスクもあります。さらに大きな政策
転換、規制の強化、政治体制の大きな変化、テロ事件などの非常事態により、金融商品市場や外国為替市場が
著しい悪影響を被る可能性があります。自然災害の影響も大きく、より大きなカントリー･リスクを伴います。

　信用リスク
当ファンドは、実質的に組入れた有価証券等の発行者の経営･財務状況の変化およびそれらに対する外部評価の
変化等により基準価額が影響を受け、投資元本を割込むことがあります。
特に新興国は先進国に比べ、発行者の経営･財務状況の急激な悪化や経営不安･破綻が起こりやすいリスクが
あります。

　その他の留意点
●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はあり
ません。

●金融商品取引所等の取引停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある場合等は、受付を中止
することやあるいは既に受付けた注文を取消すことがありますのでご注意ください。

●投資信託に関する法令、税制、会計制度などの変更によって、投資信託の受益者が不利益を被るリスクが
あります。

　価格変動リスク（株価変動リスク）
当ファンドは、主として投資信託証券を通じて株式に投資します。一般的に株式の価格は、発行企業の業績や
国内外の政治･経済情勢、金融商品市場の需給等により変動します。また発行企業が経営不安となった場合
などは大きく下落したり、倒産等に陥った場合などは無価値となる場合もあります。実質的に組入れた株式の
価格の下落は基準価額が下がる要因となり、その結果投資元本を割込むことがあります。
また当ファンドは、先進国の金融商品市場に比べ、市場規模や取引量が比較的小さい国･地域の株式を実質的な
投資対象としますが、そうした株式の価格は大きく変動することがあります。さらに、流動性が低いため、想定する
株価と乖離した価格で取引を行わなければならない場合などがあり、それらのことが基準価額の下落要因となり、
その結果投資元本を割込むことがあります。

　為替変動リスク
当ファンドは、実質的に外貨建て資産に投資しますので、投資した資産自体の価格変動のほか、当該資産の
通貨の円に対する為替レートの変動の影響を受け、基準価額が大きく変動し、投資元本を割込むことがあります。
為替レートは、各国の経済･金利動向、金融･資本政策、為替市場の動向など様々な要因で変動します。
また当ファンドは、先進国の金融商品市場に比べ、市場規模や取引量が比較的小さい国･地域を実質的な投資
対象としますが、そうした国･地域の為替相場は大きく変動することがあります。さらに、流動性が低いため、
想定する為替レートと乖離したレートで取引を行わなければならない場合などがあり、それらのことが基準価額の
下落要因となり、その結果投資元本を割込むことがあります。

《主な基準価額の変動要因》

当ファンドは、組入れた有価証券等の値動きにより、基準価額が
大きく変動することがありますが、これらの運用による損益は
すべて投資者の皆様に帰属します。また、外貨建て資産に投資した
場合、為替変動リスクも加わります。したがって、ファンドにおける
投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額
の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。また、
投資信託は預貯金とは異なります。

1413 巻末の「ファンドの主なリスクと留意事項」、および「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。巻末の「ファンドの主なリスクと留意事項」、および「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。
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追加型投信／海外／株式

＜設定・運用は＞

販売用資料
2012.01

●当資料は、新生インベストメント・マネジメント株式会社がファンドの仕組み等をご理解いただく
ために作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

●当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を
保証するものではありません。当資料中の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時の
ものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当資料のいかなる内容も将来の
投資収益を示唆・保証するものではありません。

●ファンドは、実質的に株式など値動きのある資産（また外貨建て資産の場合、この他に為替変動リスク
もあります）に投資しますので、市場環境等により基準価額は変動します。したがって、元金保証
および利回り保証のいずれもなく、運用実績によっては投資元本を割込むおそれがあります。

●ファンド運用による損益は、すべて投資信託をご購入される受益者のみなさまに帰属します。

●お申込みの際には、あらかじめまたは同時に投資信託説明書（交付目論見書）をお受取りいただき、
必ず内容をご理解のうえ、お客さまご自身でご判断ください。

●投資信託は預金や保険とは異なり、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象では
ありません。また元本や利回りの保証はありません。

●販売会社が銀行等の登録金融機関の場合、投資者保護基金の補償の対象ではありません。

●投資信託のお申込み時には購入時手数料、ならびに運用期間中は運用管理費用（信託報酬）等が
かかります。

ご留意いただきたい事項

2012-01

お申込みの際は、必ず投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。

＜投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは＞
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